
環境活動報告シート　令和６年度

※原則，小数点第２位まで入力

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 文化振興課

環境活動報告シート（令和6年度）
連絡先（内線・外線） 6613

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

凡例

当初提出日 令和6年7月25日

下半期提出日 令和7年4月18日
提出日

：当初提出時に入力する箇所

Ⅰ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

変更点

Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅳ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

【R6年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

実施予定日

訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無
名

該当活動，設備等 規模，能力等

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

　

：必要に応じて適時入力する箇所

実施

：下半期提出時に入力する箇所

実施

　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

・該当所属のみ入力

適用法令等 遵守事項

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【環境目標 2】

1

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

【環境目標 3】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R6年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

徹底している

【R6年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

実施人数 実　施　日

該当なし

該当なし
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環境活動報告シート　令和６年度

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R6年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

1525

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

徹底されている

R6年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

6
【R6年度】環境目標７に対する所属の結果単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」

「GPN」と入っている物品が一つでも入って
いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

【環境目標 8】

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上64.2%未満:「もう少し努力できる」　64.2％以上:「徹底されている」
　※64.2％：令和5年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

【環境目標 6】

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上24.9％未満:「もう少し努力できる」　24.9％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※24.9％：令和5年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

478

【R6年度】環境目標6に対する所属の結果

31.3%

・該当所属のみ入力

85.7%

R6年度に購
入した件数→ 7

徹底されている

 R6年度
 作成枚数 → 0

作成なし

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

【R6年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

【環境目標 7】

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R6年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

【令和６年度】各所属で取り組む環境目標

環境問題への意識を高めるため、部署メールの署名欄に温暖化防止等の環境に関するメッセージを掲載し、送信する。

法の遵守状況（Ⅱ）

該当なし 該当なし

非常訓練（Ⅲ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）
所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）

①実施済 該当なし

【R6年度】

環境管理責任推進員による総合評価

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

施策

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

基本目標

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

年間計画（P）
（当初入力）

実施施策
実施施策

詳細
担当G

基本方針

【環境基本計画 1】

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

年間を通じて外部への発信メールにメッセージを追加することで、意識付けが出来た。

該当なし
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環境活動報告シート　令和６年度

※原則，小数点第２位まで入力

凡例

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 施設名称 市民会館

環境活動報告シート（令和6年度）

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

：当初提出時に入力する箇所

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

4月10日 7月16日 11月6日 1月21日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品）

11台（以下型番　定格出力
（Kw）①PUZ-ERMP50KA2
1Kw
②PUZ-ERMP50KA2　1Kw
③PUZ-ERMP63KA2　1.3Kw
④PUZ-ERMP80KA2　1.6Kw
⑤PUZ-ERMP112LA2
2.3Kw
⑥PUZ-ERMP112LA2
2.3Kw
⑦PUZ-ERMP160LA2　3.7K
ｗ
⑧PUZ-ERMP160LA2　3.7Ｋ
ｗ
⑨PUZ-ERP224KA9　4.6Ｋｗ
⑩PUHY-P560DMG4-BS 9.9
Ｋｗ
⑪ROA-P451HSJ　1.1Kw

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上

1台
（9.9kw） 実施した

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力 172.4㎏【内HFC

（R32）95.2kg、
（R410A）77.2kg】　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量
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環境活動報告シート　令和６年度

変更点

変更点

変更点

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫
①事務所

②舞台事務所
③楽屋A

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用）
楽屋系統（応接室），囃子方，ピアノ

庫　　各１台　計３台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ

①事務所１台（ブラウン管）
②楽屋A/B/C/D/応接室各１台（液

晶）
③舞台事務所１台（ブラウン管）
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環境活動報告シート　令和６年度

変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する
者が自動車等を駐車する場合におい
て、看板、放送、書面等により、当該
自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。

駐車場 150台，209台（臨時）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし R5年度中に処理施設へ運搬処理

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
12条の2　第2項（事業者の特別管理産
業廃棄物に係る処理）

事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬
されるまでの間、環境省令で定める技術上
の基準（以下「特別管理産業廃棄物保管基
準」という。）に従い、生活環境の保全上
支障のないようにこれを保管しなければな
らない
（特別管理産業廃棄物保管基準（抜粋））
①周囲に囲いが設けられていること。②見
やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示
板が設けられていること。(1)縦及び横それ
ぞれ六十センチメートル以上であること。
(2)次に掲げる事項を表示したものであるこ
と。(ｲ）特別管理産業廃棄物の保管の場所
である旨（ﾛ）保管する特別管理産業廃棄物
の種類（ﾊ）保管の場所の管理者の氏名又は
名称及び連絡先③保管の場所から特別管理
産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に
浸透し、並びに悪臭が発散しないように次
に掲げる措置を講ずること。④保管の場所
には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその
他の害虫が発生しないようにすること。⑤
特別管理産業廃棄物に他の物が混入するお
それのないように仕切りを設けること等必
要な措置を講ずること。⑥容器に入れ密封
すること。（腐食を防止するために必要な
措置，高温にさらされないために必要な措
置を講ずること）

使用済ポリ塩化ビフェニル（変圧器
類）

―

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処
理の推進に関する特別措置法第8条

事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物
を処分する者は、毎年度、環境省令で
定めるところにより、そのポリ塩化ビ
フェニル廃棄物の保管及び処分の状況
に関し、環境省令で定める事項を都道
府県知事に届け出なければならない。

使用済ポリ塩化ビフェニル（変圧器
類）

―

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし R5年度中に処理施設へ運搬処理

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
12条の2 第8項（事業者の特別管理産
業廃棄物に係る処理）

その事業活動に伴い特別管理産業廃棄
物を生ずる事業場を設置している事業
者は、当該事業場ごとに、当該事業場
に係る当該特別管理産業廃棄物の処理
に関する業務を適切に行わせるため、
特別管理産業廃棄物管理責任者を置か
なければならない。

使用済ポリ塩化ビフェニル（変圧器
類）

―

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし R5年度中に処理施設へ運搬処理

9

6



環境活動報告シート　令和６年度

変更点

変更点

変更点

変更点

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

11

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

10

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

大気汚染防止法第6条

ばい煙を大気中に排出する者は、ばい
煙発生施設を設置しようとするとき
は、環境省令で定めるところにより、
次の事項を都道府県知事に届け出なけ
ればならない○氏名又は名称及び住所
並びに法人にあつては、その代表者の
氏名 ○事業場の名称及び所在地○ばい
煙発生施設の種類○ばい煙発生施設の
構造○ばい煙発生施設の使用の方法○
ばい煙の処理の方法／前項の規定によ
る届出には、ばい煙発生施設において
発生し、排出口から大気中に排出され
るいおう酸化物若しくは特定有害物質
の量又はばい煙発生施設において発生
し、排出口から大気中に排出される排
出物に含まれるばいじん若しくは有害
物質（特定有害物質を除く。）の量及
びばい煙の排出の方法その他の環境省
令で定める事項を記載した書類を添附
しなければならない。

ガス焚吸収冷温水発生機（都市ガス）
1台（／伝熱面積：23.2㎡／バーナー
燃焼能力：68.3ℓ/ｈ／排出ガス量：

1386Ｎ㎥/ｈ）

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

大気汚染防止法第13条，第16条

第１３条　ばい煙発生施設において発
生するばい煙を大気中に排出する者
（以下「ばい煙排出者」という。）
は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当
該ばい煙発生施設の排出口において排
出基準に適合しないばい煙を排出して
はならない
第１６条　ばい煙排出者は、環境省令
で定めるところにより、当該ばい煙発
生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度
を測定し、その結果を記録しておかな
ければならない

ガス焚吸収冷温水発生機（都市ガス）
1台（／伝熱面積：23.2㎡／バーナー
燃焼能力：68.3ℓ/ｈ／排出ガス量：

1386Ｎ㎥/ｈ）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

大気汚染防止法第11条

届出をした者は、その届出に係る第六
条第一項第一号（○氏名又は名称及び
住所並びに法人にあつては、その代表
者の氏名 ○事業場の名称及び所在地○
ばい煙発生施設の種類○ばい煙発生施
設の構造○ばい煙発生施設の使用の方
法○ばい煙の処理の方法）若しくは第
二号（添付書類に記載したばい煙量や
ばい煙濃度の量等）に掲げる事項に変
更があつたとき、又はその届出に係る
ばい煙発生施設の使用を廃止したとき
は、その日から三十日以内に、その旨
を都道府県知事に届け出なければなら
ない。

ガス焚吸収冷温水発生機（都市ガス）
1台（／伝熱面積：23.2㎡／バーナー
燃焼能力：68.3ℓ/ｈ／排出ガス量：

1386Ｎ㎥/ｈ）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

12

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

13

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市火災予防条例　第44条

火を使用する設備又はその使用に際
し，火災の発生のおそれのある設備の
うち，次に掲げるもの（省略（補足事
項参考））を設置しようとする者は，
あらかじめ，その旨を消防長に届け出
なければならない。【届出が必要な火
災の恐れのある設備】（抄）○据付面
積２㎡以上の炉○ボイラー又は入力７
０kw以上の給湯湯沸し設備○内燃機関
による発電設備(固定して用いるもの）
○高圧又は特別高圧の変電設備（全出
力５０kw以下のものを除く）○蓄電池
設備

ガス焚吸収冷温水発生機（都市ガス）
1台（／伝熱面積：23.2㎡／バーナー
燃焼能力：68.3ℓ/ｈ／排出ガス量：

1386Ｎ㎥/ｈ）

7



環境活動報告シート　令和６年度

変更点

変更点

変更点

変更点

14

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

騒音規制法　第６条

指定地域内において工場又は事業場
（特定施設が設置されていないものに
限る。）に特定施設を設置しようとす
る者は、その特定施設の設置の工事の
開始の日の三十日前までに、環境省令
で定めるところにより、次の事項（○
氏名又は名称及び住所並びに法人にあ
つては、その代表者の氏名○工場又は
事業場の名称及び所在地○特定施設の
種類ごとの数○騒音の防止の方法○そ
の他環境省令で定める事項）を市町村
長に届け出なければならない／前項の
規定による届出には、特定施設の配置
図その他環境省令で定める書類を添附
しなければならない
【特定施設】（騒音）
空気圧縮機及び送風機（原動機の定格
出力が７．５kw以上のもの）

空冷ヒートポンプパッケージエアコン
送風機

１台（原動機の定格出力9.9Kw）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

騒音規制法　第5条（規制基準の遵守義
務）

指定地域内に特定工場等を設置してい
る者は、当該特定工場等に係る規制基
準を遵守しなければならない
【特定施設】（騒音）
空気圧縮機及び送風機（原動機の定格
出力が７．５kw以上のもの）

空冷ヒートポンプパッケージエアコン
送風機

１台（原動機の定格出力9.9Kw）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

15

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

17

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

16

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

騒音規制法　第８条，第１０条

（第８条）第六条第一項の規定による
届出をした者は、その届出に係る第六
条第一項第三号又は第四号に掲げる事
項（○特定施設の種類ごとの数○騒音
の防止の方法）の変更をしようとする
ときは、当該事項の変更に係る工事の
開始の日の三十日前までに、環境省令
で定めるところにより、その旨を市町
村長に届け出なければならない。ただ
し、同項第三号に掲げる事項（○特定
施設の種類ごとの数）の変更が環境省
令で定める範囲内である場合又は同項
第四号（○騒音の防止の方法）に掲げ
る事項の変更が当該特定工場等におい
て発生する騒音の大きさの増加を伴わ
ない場合は、この限りでない。
（第１０条）第六条第一項の規定によ
る届出をした者は、その届出に係る第
六条第一項第一号若しくは第二号に掲
げる事項（○氏名又は名称及び住所並
びに法人にあつては、その代表者の氏
名○工場又は事業場の名称及び所在
地）に変更があつたとき、又はその届
出に係る特定工場等に設置する特定施
設のすべての使用を廃止したときは、
その日から三十日以内に、その旨を市
町村長に届け出なければならない。

空冷ヒートポンプパッケージエアコン
送風機

１台（原動機の定格出力9.9Kw）

鈴鹿市火災予防条例　第44条

火を使用する設備又はその使用に際
し，火災の発生のおそれのある設備の
うち，次に掲げるもの（省略（補足事
項参考））を設置しようとする者は，
あらかじめ，その旨を消防長に届け出
なければならない。【届出が必要な火
災の恐れのある設備】（抄）○据付面
積２㎡以上の炉○ボイラー又は入力７
０kw以上の給湯湯沸し設備○内燃機関
による発電設備(固定して用いるもの）
○高圧又は特別高圧の変電設備（全出
力５０kw以下のものを除く）○蓄電池
設備

非常用自家発電装置

発電出力：200KｖA／発電方式：
ディーゼル機関／使用燃料：軽油／全

出力：200KW／定格容量：150AH／
貯蔵量：100ℓ

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

8



環境活動報告シート　令和６年度

変更点

変更点

Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

消防法第17条の3の3

防火対象物の関係者は、当該防火対象
物における消防用設備等又は特殊消防
用設備等について、総務省令で定める
ところにより、定期に、当該防火対象
物のうち政令で定めるものにあつては
消防設備士免状の交付を受けている者
又は総務省令で定める資格を有する者
に点検させ、その他のものにあつては
自ら点検し、その結果を消防長又は消
防署長に報告しなければならない
６ヶ月毎の機器点検／１年毎の総合点
検

非常用自家発電装置

発電出力：200KｖA／発電方式：
ディーゼル機関／使用燃料：軽油／全

出力：200KW／定格容量：150AH／
貯蔵量：100ℓ

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

18

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日 実施なし

実施人数 実　施　日
実施なし（ポリ塩化ビフェニル緊急事態対応に該当であったが、令
和５年度中に運搬処分をおこなったため。）

19

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第１６条

使用者が公共下水道の使用を開始し，
休止し，若しくは廃止し，又は現に休
止しているその使用を再開しようとす
るときは，当該使用者は，あらかじ
め，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようと
するときも，同様とする。

下水道排水設備 ―

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

9



環境活動報告シート　令和６年度

※原則，小数点第２位まで入力

凡例

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

環境活動報告シート（令和6年度）

：当初提出時に入力する箇所

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 施設名称 文化会館

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

7月11日 9月27日 11月25日 2月17日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品）

4台（以下型番　定格出力
（Kw）
①　RZRP112BY　1.95Kw
②　FDCJ140HD2   3.75Kw
③　 RZYP112H　1.8Kw
④　RZYP112H9　1.8Kw

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）  

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守 大規模改修事業により設置台数が5台から４台に変更

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 0台 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

73.92㎏内【HFC
（R32）30㎏、

（R410A）30.4kg、
HCFC（R22）13.52kg　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量
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環境活動報告シート　令和６年度

変更点

変更点

変更点

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（液晶式） 9台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守 大規模改修事業に伴いブラウン管式を2台処分し、液晶式を9台導入

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

空調機（家庭用）

6台（以下型番　定格出力
（Kw）
①RZRP56BYT　1.07Kw
②RZRP40BYV　0.65Kw
③R253AAS　0.75Kw
④RZRP40BYV　0.65Kw
⑤RZRP40BYV　0.65Kｗ
⑥R25VRXS　0.75Ｋｗ

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守 大規模改修事業により設置台数が5台から６台に変更

3

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守 大規模改修事業に伴い1台処分のため、4台から3台に変更

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 ３台
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環境活動報告シート　令和６年度

変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する
者が自動車等を駐車する場合におい
て、看板、放送、書面等により、当該
自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。

駐車場（第１，第2，第3）
第1／62台／1,675㎡，第2／54台／

1,552㎡，第3／42台／1,076㎡

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守 大規模改修事業に伴い、第１駐車場の台数を74台から62台に変更

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

洗濯機 １台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃
棄物を自らの責任において適正に処理しな
ければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

消防法　第１７条の3の3

防火対象物の関係者は、当該防火対象
物における消防用設備等又は特殊消防
用設備等について、総務省令で定める
ところにより、定期に、当該防火対象
物のうち政令で定めるものにあつては
消防設備士免状の交付を受けている者
又は総務省令で定める資格を有する者
に点検させ、その他のものにあつては
自ら点検し、その結果を消防長又は消
防署長に報告しなければならない
６ヶ月毎の機器点検／１年毎の総合点
検

非常用自家発電装置

（発電出力／300KｖA）（発電方式／
ディーゼル機関）（使用燃料／重油）
（全出力／290KW）（定格容量／

150AH）（貯蔵量／390ℓ）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守 大規模改修事業に伴い、発電機更新のため出力を更新

鈴鹿市火災予防条例　第４４条

火を使用する設備又はその使用に際
し，火災の発生のおそれのある設備の
うち，次に掲げるもの（省略（補足事
項参考））を設置しようとする者は，
あらかじめ，その旨を消防長に届け出
なければならない
【届出が必要な火災の恐れのある設
備】（抄）
○据付面積２㎡以上の炉○ボイラー又
は入力７０kw以上の給湯湯沸し設備○
内燃機関による発電設備(固定して用い
るもの）○高圧又は特別高圧の変電設
備（全出力５０kw以下のものを除く）
○蓄電池設備

非常用自家発電装置

（発電出力／300KｖA）（発電方式／
ディーゼル機関）（使用燃料／重油）
（全出力／290KW）（定格容量／

150AH）（貯蔵量／390ℓ）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守 大規模改修事業に伴い、発電機更新のため出力を更新

9
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環境活動報告シート　令和６年度

変更点

変更点

変更点

変更点

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

11

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

10

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

騒音規制法　第５条
指定地域内に特定工場等を設置してい
る者は、当該特定工場等に係る規制基
準を遵守しなければならない

エアーハンドリングユニット送風機・
冷却塔

送風機（AHU－1／15Kw）（AHU－
2／7.5Kw）（AHU－6／7.5Kw）
冷却塔（CT－1／7034940KJ）

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

騒音規制法第８条，第１０条

（第８条）第六条第一項の規定による
届出をした者は、その届出に係る第六
条第一項第三号又は第四号に掲げる事
項（○特定施設の種類ごとの数○騒音
の防止の方法）の変更をしようとする
ときは、当該事項の変更に係る工事の
開始の日の三十日前までに、環境省令
で定めるところにより、その旨を市町
村長に届け出なければならない。ただ
し、同項第三号に掲げる事項（○特定
施設の種類ごとの数）の変更が環境省
令で定める範囲内である場合又は同項
第四号（○騒音の防止の方法）に掲げ
る事項の変更が当該特定工場等におい
て発生する騒音の大きさの増加を伴わ
ない場合は、この限りでない／（第１
０条）第六条第一項の規定による届出
をした者は、その届出に係る第六条第
一項第一号若しくは第二号に掲げる事
項（○氏名又は名称及び住所並びに法
人にあつては、その代表者の氏名○工
場又は事業場の名称及び所在地）に変
更があつたとき、又はその届出に係る
特定工場等に設置する特定施設のすべ
ての使用を廃止したときは、その日か
ら三十日以内に、その旨を市町村長に
届け出なければならない

エアーハンドリングユニット送風機・
冷却塔

送風機（AHU－1／15Kw）（AHU－
2／7.5Kw）（AHU－6／7.5Kw）
冷却塔（CT－1／7034940KJ）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

騒音規制法　第６条

指定地域内において工場又は事業場
（特定施設が設置されていないものに
限る。）に特定施設を設置しようとす
る者は、その特定施設の設置の工事の
開始の日の三十日前までに、環境省令
で定めるところにより、次の事項（○
氏名又は名称及び住所並びに法人にあ
つては、その代表者の氏名○工場又は
事業場の名称及び所在地○特定施設の
種類ごとの数○騒音の防止の方法○そ
の他環境省令で定める事項）を市町村
長に届け出なければならない／前項の
規定による届出には、特定施設の配置
図その他環境省令で定める書類を添附
しなければならない

エアーハンドリングユニット送風機・
冷却塔

送風機（AHU－1／15Kw）（AHU－
2／7.5Kw）（AHU－6／7.5Kw）
冷却塔（CT－1／7034940KJ）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

12

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし ～R6.５大規模改修工事にて廃棄

13

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

水質汚濁防止法第１４条の2

特定施設の破損その他の事故が発生
し、有害物質又は油を含む水が当該特
定事業場から公共用水域に排出され、
又は地下に浸透したことにより人の健
康又は生活環境に係る被害を生ずるお
それがあるときは、直ちに、引き続く
有害物質又は油を含む水の排出又は浸
透の防止のための応急の措置を講ずる
とともに、速やかにその事故の状況及
び講じた措置の概要を都道府県知事に
届け出なければならない／貯油施設等
の破損その他の事故が発生し、油を含
む水が当該貯油事業場等から公共用水
域に排出され、又は地下に浸透したこ
とにより生活環境に係る被害を生ずる
おそれがあるときは、直ちに、引き続
く油を含む水の排出又は浸透の防止の
ための応急の措置を講ずるとともに、
速やかにその事故の状況及び講じた措
置の概要を都道府県知事に届け出なけ
ればならない

地下タンク貯蔵所／オイルサービスタ
ンク

（サービスタンク200ℓ／重油）（地
下タンク本体6000ℓ／重油）

13



環境活動報告シート　令和６年度

変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

14

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

消防法　第１２条の6

製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、
管理者又は占有者は、当該製造所、貯
蔵所又は取扱所の用途を廃止したとき
は、遅滞なくその旨を市町村長等に届
け出なければならない

地下タンク貯蔵所／オイルサービスタ
ンク

（サービスタンク200ℓ／重油）（地
下タンク本体6000ℓ／重油）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし ～R6.５大規模改修工事にて廃棄

消防法　第１１条

製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しよ
うとする者は、政令で定めるところに
より、製造所、貯蔵所又は取扱所ごと
に、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所
又は取扱所の区分に応じ、当該各号に
定める者（消防本部及び消防署を置く
市町村の区域に設置される製造所、貯
蔵所又は取扱所　当該市町村長）の許
可を受けなければならない。製造所、
貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設
備を変更しようとする者も、同様とす
る。

地下タンク貯蔵所／オイルサービスタ
ンク

（サービスタンク200ℓ／重油）（地
下タンク本体6000ℓ／重油）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし ～R6.５大規模改修工事にて廃棄

15

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし ～R6.５大規模改修工事にて廃棄

17

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

16

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

消防法　第１４条の3の2

政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱
所の所有者、管理者又は占有者は、こ
れらの製造所、貯蔵所又は取扱所につ
いて、総務省令で定めるところによ
り、定期に点検し、その点検記録を作
成し、これを保存しなければならない

地下タンク貯蔵所／オイルサービスタ
ンク

（サービスタンク200ℓ／重油）（地
下タンク本体6000ℓ／重油）

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

危険物の規制に関する政令　第13条第
5項

地下タンク貯蔵所の位置、構造及び設
備の技術上の基準は、次のとおりとす
る／（第５項）地下タンク貯蔵所に
は、総務省令で定めるところにより、
見やすい箇所に地下タンク貯蔵所であ
る旨を表示した標識及び防火に関し必
要な事項を掲示した掲示板を設けるこ
と

地下タンク貯蔵所／オイルサービスタ
ンク

（サービスタンク200ℓ／重油）（地
下タンク本体6000ℓ／重油）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし ～R6.５大規模改修工事にて廃棄

鈴鹿市危険物規制規則　第４条

製造所等の所有者，管理者又は占有者
(以下「所有者等」という。)は，当該製
造所等において，次に掲げる事項（○
設置者の氏名又は住所(法人にあって
は，その名称，代表者の氏名及び主た
る事務所の所在地)○危険物の貯蔵又は
取扱いの方法○製造所等の着工又は完
成期日を３月以上遅延すること）を変
更するときは，危険物製造所等変更届
出書(第５号様式)により市長に届け出な
ければならない。

地下タンク貯蔵所／オイルサービスタ
ンク

（サービスタンク200ℓ／重油）（地
下タンク本体6000ℓ／重油）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし ～R6.５大規模改修工事にて廃棄

18

14



環境活動報告シート　令和６年度

変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし ～R6.５大規模改修工事にて廃棄

20

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

19

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市火災予防条例　第４６条

指定数量の５分の１以上指定数量未満
の危険物を貯蔵し，又は取り扱おうと
する者は，あらかじめ，その旨を消防
長に届け出なければならない／前項の
規定は，同項の貯蔵及び取扱いを変更
又は廃止する場合について準用する

地下タンク貯蔵所／オイルサービスタ
ンク

（サービスタンク200ℓ／重油）（地
下タンク本体6000ℓ／重油）

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

大気汚染防止法　第６条

ばい煙を大気中に排出する者は、ばい
煙発生施設を設置しようとするとき
は、環境省令で定めるところにより、
次の事項を都道府県知事に届け出なけ
ればならない○氏名又は名称及び住所
並びに法人にあつては、その代表者の
氏名 ○事業場の名称及び所在地○ばい
煙発生施設の種類○ばい煙発生施設の
構造○ばい煙発生施設の使用の方法○
ばい煙の処理の方法／前項の規定によ
る届出には、ばい煙発生施設において
発生し、排出口から大気中に排出され
るいおう酸化物若しくは特定有害物質
の量又はばい煙発生施設において発生
し、排出口から大気中に排出される排
出物に含まれるばいじん若しくは有害
物質（特定有害物質を除く。）の量及
びばい煙の排出の方法その他の環境省
令で定める事項を記載した書類を添附
しなければならない

ガス焚冷温水発生器

使用燃料（ガス）／伝熱面積（25.9
㎡）／最大出力（冷房）1,055ｋＷ
（暖房）918.6ｋＷ、排出ガス量

2,039㎥/ｈ

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守 大規模改修事業に伴い、ガス焚冷温水発生器に変更

鈴鹿市火災予防条例　第４４条

火を使用する設備又はその使用に際
し，火災の発生のおそれのある設備の
うち，次に掲げるもの（省略（補足事
項参考））を設置しようとする者は，
あらかじめ，その旨を消防長に届け出
なければならない
【届出が必要な火災の恐れのある設
備】（抄）
○据付面積２㎡以上の炉○ボイラー又
は入力７０kw以上の給湯湯沸し設備○
内燃機関による発電設備(固定して用い
るもの）○高圧又は特別高圧の変電設
備（全出力５０kw以下のものを除く）
○蓄電池設備

ガス焚冷温水発生器

使用燃料（ガス）／伝熱面積（25.9
㎡）／最大出力（冷房）1,055ｋＷ
（暖房）918.6ｋＷ、排出ガス量

2,039㎥/ｈ

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守 大規模改修事業に伴い、ガス焚冷温水発生器に変更

21

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守 大規模改修事業に伴い、ガス焚冷温水発生器に変更

23

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

22

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

大気汚染防止法　第１１条

届出をした者は、その届出に係る第六
条第一項第一号（○氏名又は名称及び
住所並びに法人にあつては、その代表
者の氏名 ○事業場の名称及び所在地○
ばい煙発生施設の種類○ばい煙発生施
設の構造○ばい煙発生施設の使用の方
法○ばい煙の処理の方法）若しくは第
二号（添付書類に記載したばい煙量や
ばい煙濃度の量等）に掲げる事項に変
更があつたとき、又はその届出に係る
ばい煙発生施設の使用を廃止したとき
は、その日から三十日以内に、その旨
を都道府県知事に届け出なければなら
ない

ガス焚冷温水発生器

使用燃料（ガス）／伝熱面積（25.9
㎡）／最大出力（冷房）1,055ｋＷ
（暖房）918.6ｋＷ、排出ガス量

2,039㎥/ｈ

大気汚染防止法　第１３条，第１６条

（第１３条）ばい煙発生施設において
発生するばい煙を大気中に排出する者
（以下「ばい煙排出者」という。）
は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当
該ばい煙発生施設の排出口において排
出基準に適合しないばい煙を排出して
はならない／（第１６条）ばい煙排出
者は、環境省令で定めるところによ
り、当該ばい煙発生施設に係るばい煙
量又はばい煙濃度を測定し、その結果
を記録しておかなければならない

ガス焚冷温水発生器

使用燃料（ガス）／伝熱面積（25.9
㎡）／最大出力（冷房）1,055ｋＷ
（暖房）918.6ｋＷ、排出ガス量

2,039㎥/ｈ

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守 大規模改修事業に伴い、ガス焚冷温水発生器に変更

15



環境活動報告シート　令和６年度

変更点

Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第１６条

使用者が公共下水道の使用を開始し，
休止し，若しくは廃止し，又は現に休
止しているその使用を再開しようとす
るときは，当該使用者は，あらかじ
め，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようと
するときも，同様とする。

下水道排水設備 ―

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし

24

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日 実施なし

実施人数 実　施　日
実施なし（空調用熱源機器の更新に伴い、使用燃料が重油から都市
ガスに変更となり、令和６年度中にオイルタンクを廃止したため）

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

16



環境活動報告シート　令和６年度

※原則，小数点第２位まで入力

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 文化財課

連絡先（内線・外線） 6624

環境管理責任推進員 ****
環境活動報告シート（令和6年度）

環境管理推進員 ****

凡例
提出日

当初提出日 令和6年7月23日

下半期提出日 令和7年4月14日

：当初提出時に入力する箇所

Ⅰ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

8月23日 11月19日

該当なし

5月23日 2月14日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし

該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品）
パッケージエアコン　2台

　大黒屋光太夫記念館

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

充填なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

17



環境活動報告シート　令和６年度

変更点

変更点

変更点

変更点

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

家庭用エアコン

Panasonic製 200Ｖ エアコン
（伊勢型紙資料館・地震小屋）
Panasonic製 200Ｖ エアコン
（伊勢型紙資料館・離れ座敷）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，
休止し，若しくは廃止し，又は現に休
止しているその使用を再開しようとす
るときは，当該使用者は，あらかじ
め，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようと
するときも，同様とする。

下水道排水設備 大黒屋光太夫記念館

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫
1台／HFC-R134a
大黒屋光太夫記念館

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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環境活動報告シート　令和６年度

Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅳ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R6年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R6年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R6年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R6年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R6年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上24.9％未満:「もう少し努力できる」　24.9％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※24.9％：令和5年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

639

【R6年度】環境目標6に対する所属の結果

30.1%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

2120

徹底されている

該当なし
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環境活動報告シート　令和６年度

Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上64.2%未満:「もう少し努力できる」　64.2％以上:「徹底されている」
　※64.2％：令和5年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R6年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

13
【R6年度】環境目標７に対する所属の結果

65.0%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R6年度に購
入した件数→ 20

徹底されている

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

外部へ発信するメールの署名覧に、「鈴鹿エコモーション６」の取り組みについて記載し、発信することができた。次年度も引き続き取り組みたい。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

自然と共生する社会の構築 生物多様性の保全 動植物の生育・生息の環境の確保

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R6年度
 作成枚数 → 0

【R6年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和６年度】各所属で取り組む環境目標

環境問題に対する関心を高めるため、部署メールの署名欄を活用し温暖化防止等環境に関するメッセージを掲載し送信する。

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

樹木医や有識者による樹木調査を行った。調査により、樹木の現況や必要となる対策が明らかとなった。

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

台風や大雪などの気象条件や、周辺の環境状況によって樹木の変化が起こることが考えられるため、定期的な把握が必要となる。引き続
き、有識者や所有者と連携を取りながら、樹木の維持管理に努めたい。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

①目標の達成及び，実現のための施策を着実に前進させてお
り，点検結果においても継続的な改善に努めている

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択） ①事業の継続

【環境基本計画 2】

実施施策 市内の天然記念物の保全活動
実施施策

詳細
指定天然記念物(樹木)の調査と処置 担当G 文化財Ｇ

年間計画（P）
（当初入力）

指定天然記念物(樹木)の調査を行う。調査の結果、緊急に対応する必要がある場合は処置を行う。

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

令和７年３月１９日に、白子不断ザクラ、西の城戸ヒイラギ、川俣神社のスダジイの樹木調査を行った。

年間計画（P）
（当初入力）

通年実施(備考:調査に関しては金生水沼沢植物群落調査会に委託、保護増殖事業推進検討会議については1回開催予定)

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

・調査会は年間を通して、外来種及び不要草の除去等沼沢の維持管理，動植物の継続的調査を実施。
◇金生水沼沢植物群落観察会：令和6年6月8日・7月6日・8月3日・9月21日・11月9日　◇保護増殖事業推進検討会議は今年度は未
開催。

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

・沼沢を良好な状況に保つためには、調査会による日常の維持管理作業及び調査業務が必要不可欠である。調査会から年度末に提出され
る報告書は、沼沢の現況を把握し、今後の保護増殖事業のあり方を検討する上でも非常に有益である。また，本年度も、市外からの問い
合わせや、見学者も多かった。保護増殖事業推進検討会議については、今年度も沼沢の状況が安定しており、自然災害による被害もな

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

・季節や年ごとに移り変わる沼沢内の植物の保護については、継続的な対応の必要があるため、調査委託先である金生水調査会と連携
し、今後もボランティアの募集、登録を進めていくことが重要である。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

①目標の達成及び，実現のための施策を着実に前進させてお
り，点検結果においても継続的な改善に努めている

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択） ①事業の継続

基本目標 基本方針 施策

自然と共生する社会の構築 生物多様性の保全 動植物の生育・生息の環境の確保

実施施策 金生水沼沢植物群落調査・維持管理
実施施策

詳細

金生水沼沢植物群落保護増殖事業推進検討
会議の開催及び植物相調査の実施，外来種
及び不要草の除去による沼沢植物の保護

担当G 文化財Ｇ
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環境活動報告シート　令和６年度

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

年間計画（P）
（当初入力）

・伊勢型紙技術伝承講座の開講(通年実施)
 (備考:研修者や伝承者等への技術指導の一環として、各部門年間80回の伝承者養成講座を開講する)
・高度な技術を要する復刻作品の製作(9-２月実施)

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

【重要無形文化財「伊勢型紙」彫刻技術の伝承】
・５月～2月、伊勢型紙資料館及び糸入れ作業研修会場において、伝承者（3名）、研修者（3名）、研修生（7名）、研修生補（1名）
に対し、伊勢型紙技術伝承講座における研修を実施した。開講数は5部門各80回。

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

無形文化財である彫刻技術の保存・伝承については、後継者の育成が喫緊の課題となっている。令和５年度には長年研修を積んだ伝承者
のうち７名が新規会員となった。令和６年度には１名の新規入講者があり、令和７年度には研修生となる予定。また、令和７年度にはさ
らに２名の新規入講者が入る予定。

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

・伝承講座の受講生である伝承者・研修者・研修生は就職者が多いため、研修時間が限られている。そのため、高度な技術習得のために
は、長期的な見通しをたて、伝承講座を継続することが必要である。また、受講に際しては「技の伝承という使命がある」ということを
常に意識して取り組んでもらう必要がある。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

①目標の達成及び，実現のための施策を着実に前進させてお
り，点検結果においても継続的な改善に努めている

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択） ①事業の継続

【環境基本計画 3】

基本目標 基本方針 施策

環境教育・学習の充実 協働による取組み 人材育成と確保

実施施策
重要無形文化財「伊勢型紙」の技術保
存

実施施策
詳細

伊勢型紙技術伝承講座の開講及び高度
な技術を要する復刻作品の製作

担当G 文化財Ｇ

年間計画（P）
（当初入力）

・指定文化財の維持管理及び後継者養成等に対する補助

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

・指定文化財の保護管理補助金の交付については、以下の事項を基本線とし、毎年一定額で交付しているが、史跡・名勝・天然記念物等
については維持管理状況、無形民俗文化財については活動状況の把握に努める。
＜管理補助金の基準＞

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

・史跡・名勝・天然記念物にあっては、虫害防止薬剤、除草作業用具等に使われ、良好な環境づくりに繋がる使途となっている。また、
無形民俗文化財については、練習用具の購入や修理、練習会場の経費等後継者確保のための人材育成に使われている。

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

目的に合った有効な使い方をすることで、環境整備、保護管理ができるように今後も所有者・管理者のさらなる理解を図っていくことが
必要。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

①目標の達成及び，実現のための施策を着実に前進させてお
り，点検結果においても継続的な改善に努めている

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択） ①事業の継続

【環境基本計画 4】

基本目標 基本方針 施策

生活環境の保全と創造 快適な生活環境の創造 良好な景観の形成

実施施策 文化財の環境整備及び保護管理
実施施策

詳細
指定文化財の維持管理及び後継者育成
等に対する補助

担当G 文化財Ｇ

【R6年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅱ） 非常訓練（Ⅲ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 〇
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環境活動報告シート　令和６年度

※原則，小数点第２位まで入力

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 文化スポーツ部　文化財課　考古博物館

環境活動報告シート（令和6年度）
連絡先（内線・外線） 059-374-1994

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

凡例
提出日

当初提出日 令和6年7月26日

下半期提出日 令和7年4月18日

：当初提出時に入力する箇所

Ⅰ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

設備用空調機・ビルマルチエアコン
（業務用空調機器　第一種特定製品）

7台（設備用空調機器5台，
ビルマルチエアコン2台）

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上

7台
（7.5～29.4ｋｗ) 実施した

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

4月3日 7月4日 10月3日 1月8日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守 ７月に１階事務室系統のビルマルチエアコンを更新した。
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変更点

変更点

変更点

変更点

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用） 6台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし

3

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車

アクティ２台，ボンゴ1台，
エルフ1台（レンターカ－：5～10月）
クリッパー1台（レンターカ－：７～

10月）

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫
湯沸室：ＨＦＣ134ｂ，
整理実習室：Ｒ１２，

資料室：Ｒ１２，写場：Ｒ１２

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する
者が自動車等を駐車する場合におい
て、看板、放送、書面等により、当該
自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。

駐車場 ８１台（3,774㎡）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

変更点

6

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第23条（指定施設の設置の届出）

騒音を発生させる者は、工場等に指定
施設を設置しようとするときは、あら
かじめ規則で定めるところにより、次
に掲げる事項（○氏名又は名称及び住
所並びに法人にあっては、その代表者
の氏名○工場等の名称及び所在地○指
定施設の種類及び能力ごとの数○指定
施設の使用の方法○騒音の防止の方法
及び指定施設の型式）その他規則で定
める事項を市長に届け出なければなら
ない／前項の規定による届出には、指
定施設の配置図その他規則で定める書
類を添付しなければならない。【指定
施設】（騒音）空気圧縮機・送風機・
ガス圧縮機（原動機の定格出力が７.５
kw以上のもの）／冷房機及び冷却塔
（冷房能力が１時間当たり
104,000KJ以上のもの）

パッケージエアコン・冷房室外機・送
風機

（パッケージエアコン／146,512KJ
×2台／418,605KJ／108,837KJ

／）（ビルマルチ室外機／
209,303KJ×2台）（送風機／7．

5KW）

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

三重県生活環境の保全に関する条例
第25条・29条

第25条　届出をした者は、その届出に
係る第二十三条第一項第四号から第六
号（○指定施設の使用の方法○騒音の
防止の方法及び指定施設の型式○その
他規則で定める事項）までに掲げる事
項の変更をしようとするときは、あら
かじめ、規則で定めるところにより、
その旨を市長に届け出なければならな
い
第29条　届出をした者は、その届出に
係る第二十三条第一項第一号若しくは
第二号に掲げる事項（○氏名又は名称
及び住所並びに法人にあっては、その
代表者の氏名○工場等の名称及び所在
地）に変更があったとき、又はその届
出に係る指定施設の使用を廃止したと
きは、その日から三十日以内に、規則
で定めるところにより、その旨を市長
に届け出なければならない。【指定施
設】（騒音）空気圧縮機・送風機・ガ
ス圧縮機（原動機の定格出力が７.５kw
以上のもの）／冷房機及び冷却塔（冷
房能力が１時間当たり104,000KJ以
上のもの）

パッケージエアコン・冷房室外機・送
風機

（パッケージエアコン／146,512KJ
×2台／418,605KJ／108,837KJ

／）（ビルマルチ室外機／
209,303KJ×2台）（送風機／7．

5KW）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし ７月に１階事務室系統のビルマルチエアコンを更新した。

9

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし ７月に１階事務室系統のビルマルチエアコンを更新した。

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第31条

指定施設から騒音を発生させる者は、
当該指定施設を設置する工場等の敷地
境界線において排出基準に適合しない
騒音を発生させてはならない。【指定
施設】（騒音）空気圧縮機・送風機・
ガス圧縮機（原動機の定格出力が７.５
kw以上のもの）／冷房機及び冷却塔
（冷房能力が１時間当たり
104,000KJ以上のもの）

パッケージエアコン・冷房室外機・送
風機

（パッケージエアコン／146,512KJ
×2台／418,605KJ／108,837KJ

／）（ビルマルチ室外機／
209,303KJ×2台）（送風機／7．

5KW）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし ７月に１階事務室系統のビルマルチエアコンを更新した。
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変更点

Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅳ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

10

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市農業集落排水処理施設条例
第１１条

使用者は，排水処理施設の使用を開
始，休止若しくは撤去又は再開始をし
ようとするときは，あらかじめ，その
旨を市長に届け出なければならない

農業集落排水設備 ―

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R6年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R6年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

【R6年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R6年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R6年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上24.9％未満:「もう少し努力できる」　24.9％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※24.9％：令和5年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

130

【R6年度】環境目標6に対する所属の結果

32.0%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

406

徹底されている

該当なし

25



環境活動報告シート　令和６年度

Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R6年度
 作成枚数 → 0

【R6年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和６年度】各所属で取り組む環境目標

・来館者不在時には、展示室等館内照明をこまめに消灯し、節電を図る。
・整理室南側にゴーヤ等を植え、グリーンカーテンを設置することにより、室内温度の上昇を抑える。
・環境に関するポスター（「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」等）を玄関、窓口等に掲示し、来館者の環境問題に対する意識・関心の高揚に努める。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上64.2%未満:「もう少し努力できる」　64.2％以上:「徹底されている」
　※64.2％：令和5年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R6年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

12
【R6年度】環境目標７に対する所属の結果

80.0%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R6年度に購
入した件数→ 15

徹底されている

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

発掘調査を行う職員が増加したことから、車の使用によるガソリン使用量やシャワー室の使用によるプロパンガス使用量が増加している。
引き続きこまめな消灯による節電等、EMSの個々の取組について今後も適正に進めていくとともに、燃費効率の良い車の運転等を心掛け、ガソリン使用量の削減
などに取り組む。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅱ） 非常訓練（Ⅲ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R6年度】

該当なし
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環境活動報告シート　令和６年度

※原則，小数点第２位まで入力 環境管理推進員 ****

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） スポーツ課

環境活動報告シート（令和6年度）
連絡先（内線・外線） 6634

環境管理責任推進員 ****

凡例
提出日

当初提出日 令和6年7月26日

下半期提出日 令和7年4月18日

：当初提出時に入力する箇所

Ⅰ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

変更点

Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅳ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車
H11アクティ

石垣池公園陸上競技場・管理室

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R6年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

該当なし

27



環境活動報告シート　令和６年度

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R6年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R6年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R6年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R6年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上24.9％未満:「もう少し努力できる」　24.9％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※24.9％：令和5年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

189

【R6年度】環境目標6に対する所属の結果

21.8%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

868

もう少し努力できる

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上64.2%未満:「もう少し努力できる」　64.2％以上:「徹底されている」
　※64.2％：令和5年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R6年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

3
【R6年度】環境目標７に対する所属の結果

27.3%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R6年度に購
入した件数→ 11

もう少し努力できる

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R6年度
 作成枚数 → 0

【R6年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし
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環境活動報告シート　令和６年度

Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

鈴鹿市主催スポーツ行事開催の際に発行する大会冊子に、「鈴鹿エコモーション６」のロゴを掲載し、大会参加者等に鈴鹿市の温暖化防止の取り組みについてPR
した。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

【令和６年度】各所属で取り組む環境目標

鈴鹿市主催スポーツ行事開催の際に発行する大会冊子に、「鈴鹿エコモーション６」のロゴを掲載し、大会参加者等に鈴鹿市の温暖化防止の取り組みについてPR
する。

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R6年度】

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅱ） 非常訓練（Ⅲ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

該当なし
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環境活動報告シート　令和６年度

※原則，小数点第２位まで入力

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 図書館

環境活動報告シート（令和6年度）
連絡先（内線・外線） 059-381-2324

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

凡例
提出日

当初提出日 令和6年7月24日

下半期提出日 令和7年4月15日

：当初提出時に入力する箇所

Ⅰ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機（業務用・第一種特定製品）

本館書庫１台/江島図書室１台/江島事
務所１台/江島ちしきのへや １台/江島
ロビー １台/江島和室１台 /江島大会議

室３台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

5月29日 7月10日 10月29日 1月16日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守 ６/21に江島分館２階大会議室のエアコンを買い替えた
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変更点

変更点

変更点

変更点

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

空調機（家庭用） 江島和室１台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車 2台　H11・H18アクティ

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫
本館１階湯沸室1台/江島１階湯沸室１

台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する
者が自動車等を駐車する場合におい
て、看板、放送、書面等により、当該
自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。

駐車場 100台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

変更点

Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

6

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

騒音規制法　第５条
指定地域内に特定工場等を設置してい
る者は、当該特定工場等に係る規制基
準を遵守しなければならない。

送風機 １台（３０kw）

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

騒音規制法　第８条，第１０条

（第８条）第六条第一項の規定による
届出をした者は、その届出に係る第六
条第一項第三号又は第四号に掲げる事
項（○特定施設の種類ごとの数○騒音
の防止の方法）の変更をしようとする
ときは、当該事項の変更に係る工事の
開始の日の三十日前までに、環境省令
で定めるところにより、その旨を市町
村長に届け出なければならない。ただ
し、同項第三号に掲げる事項（○特定
施設の種類ごとの数）の変更が環境省
令で定める範囲内である場合又は同項
第四号（○騒音の防止の方法）に掲げ
る事項の変更が当該特定工場等におい
て発生する騒音の大きさの増加を伴わ
ない場合は、この限りでない。
（第１０条）第六条第一項の規定によ
る届出をした者は、その届出に係る第
六条第一項第一号若しくは第二号に掲
げる事項（○氏名又は名称及び住所並
びに法人にあつては、その代表者の氏
名○工場又は事業場の名称及び所在
地）に変更があつたとき、又はその届
出に係る特定工場等に設置する特定施
設のすべての使用を廃止したときは、
その日から三十日以内に、その旨を市
町村長に届け出なければならない。

送風機 １台（３０kw）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

9

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，
休止し，若しくは廃止し，又は現に休
止しているその使用を再開しようとす
るときは，当該使用者は，あらかじ
め，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようと
するときも，同様とする。

下水道排水設備 ー

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

該当なし
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Ⅳ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R6年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R6年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R6年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R6年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R6年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上24.9％未満:「もう少し努力できる」　24.9％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※24.9％：令和5年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

174

【R6年度】環境目標6に対する所属の結果

8.0%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

2180

もう少し努力できる

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R6年度
 作成枚数 → 0

【R6年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上64.2%未満:「もう少し努力できる」　64.2％以上:「徹底されている」
　※64.2％：令和5年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R6年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

38
【R6年度】環境目標７に対する所属の結果

80.9%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R6年度に購
入した件数→ 47

徹底されている
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

【令和６年度】各所属で取り組む環境目標

環境問題への取り組みや関心を高める為、「ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥ」のポスター等を掲示し、来館する利用者への周知を行う。

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

「ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥ」のポスター等を来館者が目につきやすい場所に掲示したが、まだまだ啓発が出来ていなかった。次年度は来館者の目に留まるような工
夫を更にしていきたい。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅱ） 非常訓練（Ⅲ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R6年度】

該当なし
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